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愛 南 町 分 別 収 集 計 画 

 

１ 計画策定の意義 

近年のごみ量の増大、ごみ質の多様化は中間処理施設に過大な負担をかけ、さら

に最終処分場の残余容量の減少また新たな最終処分場用地の確保問題という種々の

行政課題を生み出している。 

一方では、環境保全、資源確保等への関心の高まりから、従来の「燃やして埋め

る」ごみ処理よりも、ごみの減量化、資源化を実践し、ごみの適正な処理・処分が

求められている。 

本計画は、このような状況のなか、自然と調和した快適で住みよい生活環境づく

りのため、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「法

という。）第８条に基づいて一般廃棄物の多くを占める容器包装廃棄物を住民、事業

者、行政が一体となり分別収集し、それぞれの役割を明確にすることで、実現可能

な新しい循環型社会構造を目指した廃棄物処理体制を確立し、これを推進するもの

である。 

 

 

２ 基本的方向 

  本町で実施可能な範囲の分別収集計画を策定するが、住民の協力なしでは計画を

進めることは不可能であるため、まず、容器包装廃棄物の排出源である住民に本計

画を理解してもらうための啓発活動を行うこととする。 

  また、行政は分別収集された容器包装廃棄物の適正な処理を行い、事業者は容器

包装廃棄物の再商品化を行うといった責任分担を確立し、住民、事業者、行政が一

体となり快適な生活環境、ごみの排出抑制、リサイクルを行うことを基本とした地

域社会の育成を図る。 

 

【町の基本方針】 

豊かな自然環境と共生し快適に暮らせるまちづくり 

 

【町のごみ処理基本方針】 

循環型社会の形成 
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３ 計画期間 

本計画の計画期間は令和５年４月を始期とする５年間とし、その後３年ごとに改

定する。 

 

 

４ 対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチ―ル製容器、アルミ製容器、ガラス製容

器(無色、茶色、その他）、段ボ―ル、ペットボトルを対象とする。 

 

 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み （法第８条第２項第１号） 

     令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

容器包装廃棄物 288ｔ 282ｔ 276ｔ 270ｔ 265ｔ 

 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

（法第８条第２項第２号） 

  容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、以下の方策を実施する。 

  なお、容器包装廃棄物の分別収集を効率的に進めるため、住民、事業者の意見 

調査等を行いながら、積極的に反映させていくものとする。 

 

（１）環境教育、啓発活動の推進 

   住民、事業者に対し、容器包装廃棄物とはどのごみを指すのか、またそのうち

何をどのように回収するのか、なぜ容器包装物を回収する必要があるのかを分か

りやすく示すために啓発活動を行う。 

○ 宇和島広域事務組合環境センターでの分別作業の見学や再生品等の見本の展示

を行い、環境学習の場を提供する。 

○ 広報誌、ホームページ及び本町独自のかんきょうかわら版を利用した啓発を行う。 

○ 環境学習会を開催し、環境教育啓発活動に積極的に取り組む。 

 

（２）過剰包装の抑制 

   商店やスーパーにおいて販売者、消費者双方の合意により包装の簡素化を推進

する。 

 

（３）マイバッグの持参の推進 

   繰り返し使用が可能な買い物袋（マイバッグ）の持参を推進する。 
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（４）「プラスチック・スマート」キャンペーンへの登録 

   不必要なワンウェイ(使い捨て)プラスチックの排出抑制の取組等を実施し、環

境省が展開する「プラスチック・スマート」キャンペーンに登録することにより

“プラスチックとの賢い付き合い方”について内外に発信する。 

 

 

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集

に係る分別の区分                  （法第８条第２項第３号） 

  最終処分場の残余容量、廃棄物処理施設の整備状況及び再商品化計画等を総合的

に勘案し、分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。 

  また、住民の協力、町が有する収集機材、選別施設等を勘案し、収集に係る分別

の区分は、下表右欄のとおりとする。また、缶及びガラスびんについては、収集に

係る分別の区分を缶・びん類とする。 

 

 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 

 

 

収集に係る分別の区分 

 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
缶・びん類 

主としてガラス   無色のガラス製容器 

製の容器      茶色のガラス製容器 

          その他のガラス製容器 

缶・びん類 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主としてポリエチレンテレフタレート製の容器

であって飲料、しょうゆ等を充てんするためのも

の 

ペットボトル 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器 

包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み 

（法第８条第２項第４号） 
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９ 特定分別基準適合物等の量の見込みの算定方法 

  前年度実績量に人口変動率等を乗じて算定する方法を採用 

   

 

 

人口変動率は、本町の人口増減を基に勘案し、次のとおり設定した。 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

総人口 19,330人 18,936人 18,542人 18,148人 17,767人 

対前年度比 -2.1% -2.1% -2.1% -2.1% -2.1% 

 

 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項  （法第８条第２項第５号） 

収集・運搬の段階、選別・保管の段階での実施者について下表に示す。 

 

分別収集の実施主体 

容器包装廃棄物の種類 
収集に係る 

分別の区分 
収集・運搬段階 

選別・保管

等段階 

金
属 

スチール製容器 
缶・びん類 町による定期回収 

宇和島地区 

広域事務組合 アルミ製容器 

ガ
ラ
ス 

無色のガラス製容器 

缶・びん類 町による定期回収 
宇和島地区 

広域事務組合 
茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

紙
類 

段ボール 段ボール 町による定期回収 町 

プ
ラ
類 

ペットボトル ペットボトル 町による定期回収 
宇和島地区 

広域事務組合 

 

特定分別基準適合

物等の量の見込み 
＝ 

直近年度の特定分別基 

準適合物等の収集実績 × 人口変動率 
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処理段階ごとの分別収集の用に供する施設の種類 

処理の段階 区分 仕様（形状・形式・能力・数量等） 

排出 集積所 共通集積所利用（各地区ステーション） 

収集・運搬 収集車両 
共通車両利用（３ｔパッカー車）    

専用車両利用（段ボール用３ｔ深ボディー車） 

選別・保管 

町ストックヤード 保管庫（紙類） 

宇和島地区 

広域事務組合 
20ｔ／５ｈ／日（缶・びん類、ペットボトル） 

 

 

11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項 （法第８条第２項第６号） 

本町のリサイクル施設では段ボールの保管を行っている。 

 

分別収集の用に供する施設整備計画 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 

収集に係る 

分別の区分 

収集 

容器 
収集車 中間処理 

スチール製容器 

缶・びん類 指定袋 
（３ｔ） 

パッカー車 

宇和島地区 

広域事務組合 

アルミ製容器 

無色のガラス製容器 

缶・びん類 指定袋 
（３ｔ） 

パッカー車 
茶色のガラス製容器 

その他のガラス製 

容器 

段ボール 段ボール 縛る 
（３ｔ） 

深ボディー車 

町ストックヤード 

（保管） 

ペットボトル ペットボトル 指定袋 

 

（３ｔ） 

パッカー車 

宇和島地区 

広域事務組合 
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12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

本町では、容器包装廃棄物の分別収集計画を推進するに当たり、住民、事業者、

行政が一体となって取り組むための体制や組織を設置し、ごみの適正処理を推進す

る。 

 

◎ 愛南町環境審議会（平成 19 年８月１日設置） 

 （１）活動内容 

① 環境基本計画の策定及び変更に関すること。 

② その他環境行政の総合的推進に関する重要事項に関すること。 

（２）構成メンバー 

環境の保全に関し学識経験のある者、町民、町民団体の代表者、事業者の   

代表者及びその他町長が必要と認める者で 15 名以内の委員で構成する。 

（３）その他 

① 事業者の協力 

町内ボランティア活動事業やイベント等に積極的に参加し、事業者内のご

み減量を推進する。 

② 資源化回収再生事業者の協力 

              町内ボランティア活動事業やイベント等に積極的に参加し、再生事業の現

況、技術等住民に情報提供を行う。 


